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自動車運送事業者を対象としたドライバーのスクリーニング検査に係る 

費用の助成制度の周知について 

 

  標記について、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長から、別添の令和

７年 12月 25日付け基安労発 1225第３号「自動車運送事業者を対象としたドライバ

ーのスクリーニング検査に係る費用の助成制度の周知について（協力依頼）」により

協力依頼がありました。 

  つきましては、都道府県トラック協会とも連携の上、貴支部会員事業場に対し、同

制度の周知啓発に努めていただきますよう、お願いいたします。 
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